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議事１ 令和６年度の地域クラブ及び令和７年度開始予定地域クラブについて 

 

（１）令和６年度の状況について 

  ①長崎県中学校体育連盟の動き 

  〇令和５年度県中総体から地域クラブの参加状況 

    Ｒ６ 男女１６３チーム参加 参加人数約１１００名 

Ｒ５ 男女 ８６チーム参加 参加人数４９０名 

   〇合同部活動（拠点校部活動）の規定の見直し 

    ※付帯合同…クラブ参加に伴って、学校同士が合同で参加できやすくなった。 

    ※拠点校部活動…南島原市５校の拠点校部活動（軟式野球令和６年９月から地

域クラブ化 ※令和７年度の拠点校については協議中） 

   〇夏季大会については、令和７年・８年度は現在の方法と同じ。 

    ※地域クラブは県協会が主催する地域クラブ予選に出場する。 

    ※地域クラブとして活動しているが学校代表として出場する場合は中体連会長 

の推薦を受ける。（関係競技：バドミントン、柔道、空手、水泳） 

    

②令和 6年度活動開始認定地域クラブ 

    〇サッカー（２） 

    〇男子バレー（拠点校から地域クラブ登録済み 正式には R7から活動）（１） 

    〇女子バレー（１） 〇テニス（硬式・軟式）（１・１） 

〇軟式野球（拠点校から地域クラブ移行）（１） 

 

（２）南島原市の現状 

項目／年度 令和５年度 令和６年度 6年度(10.7) 令和７年度～8年度 

地域クラブ数(市認定) １ ４ 6（内１R７から） 〇陸上競技  

〇男子バスケ 

〇女子バスケ 

〇吹奏楽 〇合唱 

〇剣道 〇空手  

〇柔道 

〇バドミントン 

運動クラブ／文化クラブ 1/0 ４/0 6/0 

地域クラブ加入者数 127 151 ※220 

運動クラブ／文化クラブ 127/0 151/0 ※220/0 

部活動数 68 61(内拠 5) 54(内拠 3) 

運動部／文化部 57/11 50/11 43/11 

部活動加入者数 794(81%) 709(74％) ※640 

運動部／文化部 644/150 541/168 ※470/168 

 

（３）令和 7年度以降活動開始予定の地域クラブ 

〇陸上競技 〇吹奏楽 〇合唱 〇剣道 〇バドミントン 〇美術 

   ※他種目についても活動時期を含め、検討中。 

 



 

（４）地域移行後に出てきた課題について（顧問・外部指導者） 

〇保護者・関係者への「周知」の効果的な方法。 

〇地域クラブとクラブの認識のずれ。（クラブ＝勝利至上主義） 

〇指導者への十分な謝金。（保護者負担⇒クラブ化してもボランティアで立ち上げるク 

ラブが多い） 

〇指導者の質を向上させるための制度。（今後、関係団体と協議を開始する） 

〇地域クラブと学校部活動が混在する間はそれを統括する組織が必要かどうか検討。 

〇地域クラブと学校の合意形成の場の構築。 

（参考：西有家小学校社会体育連絡協議会） 

〇文化クラブの活動拠点について。（特に吹奏楽は地域の理解が必要） 

〇立ち上がった地域クラブは運営主体によっては送迎が可能であるが、現在は活動場 

所までの「送り」のみ実施。（拠点校部活動・新規地域クラブ） 

〇就学援助として受給する内容にクラブ活動を入れるか検討中。 

   

 

 

 

 

 

議事２ 地域移行のスケジュールの確認について（情報共有） 

（１）地域移行に関する関係機関のスケジュールについて。※別紙１参照 

 

（２）地域クラブ統括組織の設立について。（未来構想図）※別紙２参照 

 

（３）中学校部活動及び地域クラブの周知案内・募集方法等について。 

  ①小学校への周知協力依頼の方法 

  ②中学校入学説明会での周知及び学校行事との連携について 

（部活動紹介の在り方、激励式の在り方、体育大会での部活動単位でのリレーの在

り方、吹奏楽の演奏等の在り方等） 

  ③ＰＴＡ総会等での説明 

 

（４）南島原市中学校総合体育大会の在り方等について。（情報共有） 

  ①球技武道大会の在り方（学校行事） 

   ②陸上大会の在り方（３市との連携方法も検討） 

   ③駅伝大会への参加（地域クラブが参加できるようになり、学校代表の捉え方） 

 

 

議事３ 南島原市地域クラブ活動に関する方針について 



 

  ※文化部活動も同様の考え方で進めていく。 

 

（１）「南島原市部活動方針」（現ガイドライン）の廃止及び「南島原市地域クラブ活動に

関する方針」の検討 ※別紙３参照 

 
 

（２）教職員・外部指導者の意向確認の方法について（地域クラブ指導者として） 

  〇アンケートの実施 

 

（３）児童生徒・保護者に対してアンケートへの協力依頼   

令和５年度
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（素案への意見）
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会開催予定

（案完成）

令和６年度第３

回部活動在り方
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予定（完成）

令和６年度

「南島原市中学校
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地域クラブ活動の

在り方等に関する

方針」の決定及び

周知。

令和７年４月から

方針に則り活動を

行う。

「方針（案）」

について最終校

正し「方針」決

定

「方針（素案）」について

モデルクラブと協議及び

「方針（案）」の作成

長崎県中学校総合体育大会へクラブ登録する場合は「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラ

ブ活動の在り方等に関する方針」に則り活動を行うこと。

「南島原市部活動の方針」に則り活動を行う


